
（市内転居・転入共通）

　　　年　　　月　　　日

町会（自治会）長　　様

申込者 住所 岩見沢市

氏名

電話

　　　年　　　月　　　日、貴町会（自治会）区域内に転居（転入）いたし
ましたので、町会（自治会）に加入したく申し込みします。

町会（自治会）への加入は、この町会・自治会加入申込書を利用いただき、近隣の方に
町会（自治会）役員をおたずねになり、加入をお申し出ください。

なお、町会（自治会）役員がわからない場合は、下記にお問い合わせください。

岩見沢市役所 市民連携室 市民連携係

電話：０１２６－３５－４２６７（直通）
　　　０１２６－２３－４１１１

　　　　　　　　　（内線２１１１）

町 会 ・ 自 治 会 加 入 申 込 書

【　裏面もご覧下さい　】

＜ お 問 い 合 せ 先 ＞

続　柄

世帯主

年　齢
（フリガナ）

氏　　名



● 町会（自治会）に参加・加入すると

①　

②

● より住みよい地域づくり（町会（自治会）活動の重要性）

①　

②

※　アパート入居時に町会（自治会）に加入している場合もあります。

岩見沢市町会連合会のホームページでは
お住まいの町会・自治会を検索できます！

岩見沢市町会連合会
岩見沢市町会連合会事務局（岩見沢市役所　市民連携室　市民連携係）　
　電話：0126-35-4267（直通）
　　　　0126-23-4111（内線2111） ホームページ : 
　メール：iwamizawa_choren@yahoo.co.jp  https://choren.jimdo.com/

　～　町会（自治会）へ参加・加入しましょう　～

　町会（自治会）活動は、防災・防犯・環境・福祉・子育て・高齢者扶助・親睦交流など日常の生
活で大変重要な役割を担っています。そのため、市では単身者・家族世帯に関わらず、町会（自治
会）への加入をお願いしてます。

　阪神・淡路大震災では、生き埋めになった住

民の約８割が「自助」と「共助」により救出されて

います。

　「公助（救助隊）」による救出は約２割に過ぎ

ず、自らの身は自らが守るとともに、地域の住

民同士が助け合うことが大きな力となったので

す。

　地域の方が利用するごみステーションのほとんどは町会
（自治会）で購入し、設置・管理全般を行っています。

　地域の方と親睦を図り、災害などのいざという時に助け
合える関係が築けます。また、個人だけでは解決できない
様々な問題について協力して対策を考えることができま
す。

　市の広報誌や、町会主催の行事（盆踊りなど）等様々な
お知らせを、町会（自治会）を通じて受け取ることができ
ます。

　町会（自治会）では街路灯の設置や管理を行っています。
地域で生活する上で、交通安全や防犯のため重要な役割を果
たしています。

市内転居・転入された市民のみなさんへ

知っていますか!?


